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子どもの心身の健康問題を考える学会誌
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【特集】

合理的配慮と病弱教育

関西学院大学教育学部丹羽 登

キーワード：合理的配慮、病弱教育、社会的障壁、障害者総合支援法、児童福祉法、多様な学びの場
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障害者の権利に関する条約

’
共生社会
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病気や障害のため教育上での手厚い配盧を必

要とする子どもについて、特別支援教育として、

適切な指導と必要な支援を受けられることが学

校教育法等では示されている。 しかし、必ずし

も子どもの実態等に応じた配盧が適切に行われ

てきたわけではない。

この様な中で､2016(平成28)年4月から「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」 （｢以下、 「障害者差別解消法」 という）が

施行された。これは、国連で採択された「障害

者の権利に関する条約」を我が国も批准するた

めに、関連法令を整備する一環として行われた

ものである。同法では全ての国民が障害の有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向け、障害を理由とする差別の解消を推進す

ることを目的とするものである!)。

‐ 同法では、①不当な差別的取り扱いの禁止、

②合理的配盧の提供、③国や地方公共団体、事

業者等への具体的な対応等を求めている。

②の合理的配盧は、権利条約で提唱された新

しい概念であるため、分かりにくい点や誤解等

もあるので、本号で特集を組むことにした。

、
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インクルーシブ教育システムの構築

連続性のある多様な学びの場の整備

|合理的配圃の提供等
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障害者基本法の改正

障害者綜合支援法の制定

障害者差別解消法の制定

個別に於要とされる

理にかなった変更・調整

図1 権利条約と合理的配慮

況を改善するために、 2006 （平成18）年に国連

総会で「障害者の権利に関する条約」 （以下､｢権

利条約」という）が採択された。

同条約は、障害児・者の人権及び基本的自由

の享有を確保し、障害児・者の固有の尊厳の尊

重を促進することを目的としている。そしてこ

の目的を実現するため、障害に基づくあらゆる

差別の禁止、障害者の社会への参加・包容の促

進、同条約の実施を監視する枠組みの設置等の

措置を締結国等に求めている2)。

同条約では、教育に関してはインクルーシブ

教育システム等の理念等を提唱しており、可能

な限り障害のある者と障害のない者が共に学ぶ

ことや、障害のある者が一般的な教育制度から

排除されないことなどの措置を求めている。

また、同条約は、障害を個々の機能障害だけ

でなく、周囲の物的環境及び人々の態度や習'|貫

等の社会との関係でとらえること求めており、

このような障害のとらえ方や障害の多様性、障

害が発展する概念であることなどを前提にして

作成されている。

1 .障害者の権利に関する条約

国連では、以前より障害児・者の人権を促進

し保護するために様々な取組が行われてきた

が、その様な取組が行われてきたにも関わらず、

依然として世界の各地で障害児・者が人権侵害

に直面することがあった。そこで、 この様な状
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我が国も、障害者基本法や障害者総合支援法、

児童福祉法の改正、学校教育法施行令の改正な

どの国内関連法令等の整備を終え、 2014(平成

26）年1月に、本条約の締結国となった。

児童福祉法・障害者総合支擾法等
における障害児・者

身体障害者
(肢体不自由,内部障害視覚障害,聴覚･言語障害）

知的障害者

Ⅱ、障害者差別解消法
精神障害者

(発達障害と工んかん、高次脳機能障害を含む）

我が国では、障害児・者の人権を促進し保護

するために「障害者基本法」が制定されており、

様々な障害者施策はこの法律を踏まえて行われ

ている。

そこで権利条約の批准に向けて、障害者基本

法を2011 (平成23)年に改正した。同法では、

新たに「障害者」と「社会的障壁」という用語

を定義した上で、基本的な考え方を示している。

この様にして批准した権利条約や改正された

障害者基本法等を踏まえた施策が、今後は展開

されることになる。

この関連法令等の整備の一つとして「障害者

差別解消法」が制定され、施行された。この法

律では障害のある人が社会に参加することがで

きるよう社会的障壁の除去等を求めている。特

に、社会的障壁を除去することが過度の負担で

ない場合には、合理的配慮として提供すること

を求めている。同法では合理的配慮の提供を、

国・地方公共団体等には義務づけるとともに、

民間事業者には努力義務としている。

国公立の学校の教職員は国・地方公共団体の

職員なので､合理的配盧を提供する必要がある。

しかし、合理的配慮についての理解が不十分

なため残念なことに、 「本人や保護者の要請で

あれば全部聞かないといけない」とか、 「金銭

的な負担がかかることは過度の負担に当たるの

で対応できない」と言ったような誤った理解を

している人がいる。

このため合理的配慮について、正しく理解し、

各校において適切に対応していく必要がある。

難病者等
(H29年4月に358疾患に増， 雛病医療法の対象は畠30疾患）

参考】小児慢健橋竈鎮病職赫ら瀧鍔熱巳!｣賄窪121潅画に増
H27年1月

図2障害者総合支援法等での障害児・者

ので、そのことについて、法律的な面から述べ

ることにする。

合理的配慮の対象となる「障害者」とは、障

害者基本法の第2条第，号で、①身体障害、②

知的障害、③精神障害（発達障害を含む)、④

その他の心身の機能の障害、がある者であって

これらの障害及び社会的障壁により継続的に日

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にあるものと定義されている3)。

同様の規定は、障害者基本法だけでなく障害

者差別解消法等にも設けられており、幅広い対

象者を想定している。このように対象者を障害

者手帳所有者だけに限定しないことにより、制

度の狭間で困る人がいないようにしているので

ある。特に「④その他の心身機能の障害」につ

いては、難病者だけでなく、稀少疾患のため発

症の機序が不明だが難病者と同様の困難がある

人なども想定されている。

「障害者総合支援法」4) （18歳未満については

児童福祉法）の対象は、図2のように整理する

ことができる。なお、同法での「難病者」とし

ては、 2019年1月には358疾患が指定されてい

るが、 「難病の患者に対する医療等に関する法

律」 （以下、 「難病医療法」という）では330疾

患を対象としており、障害者総合支援法での対

象と難病医療法での対象とは必ずしも同一では

ない。

また、 18歳未満については児童福祉法で規定

されているが、児童福祉法では、これらの障害

児への施策だけでなく、小児'|曼性特定疾病の子

どもへの施策も自立支援事業として実施するこ

Ⅲ、障害者基本法や障害者総合支援法上

の障害者

病弱・身体虚弱の子どもの合理的配慮につい

て述べる前に、これらの子どもが合理的配慮の

対象であるのかという疑問を持たれる人がいる
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これは、学級担任が病気のため配慮を必要と

する子どものことについて理解できていないと

いう場合もあるが、それだけでなく保護者や子

どもが学校に伝えないという場合もある。

保護者の中には、普通に日常生活を送ること

が出来ているのだから、学校に伝えなくても大

丈夫と思い伝えていないこともあるが、病気の

ことを知られたくないと思い、伝えていないこ

ともある。 「黙っていても分かってくれる」と

か「必要な情報は黙っていても伝わっているは

ず」と思われていることがあるので、子どもの

体調が悪くなったりすると「なぜ、病気につい

て配慮してくれなかったのか」と言われて、初

めて学級担任が病気のことを知るということが

ある。

本人や保護者からの情報提供や依頼がない

と、学校としての対応ができないことを伝えて

おくことが必要である。個々の子どもの疾患名

や配盧事項等は個人情報なので、教職員はその

取り扱いには注意を要するが、子どもが安全・

安心に学校生活を過ごすためには、必要な情報

を学校に正確に伝えておいてもらわないと対応

できない。

病気の子どもの保護者は、病気の子どもへの

配慮事項等を合理的配慮という観点から考えて

いる人は少ない。小児慢性特定疾病や難病等の

子どもの多くは、小・中学校等の通常の学級に

いるので、これらの子どもが教育上の特別な指

導や支援を必要とする場合には、合理的配慮の

観点から検討することが重要である。

合理的配慮は、原則、本人又は保護者からの

要請を受けて検討が始められるものである。特

に疾患名や病状、配盧事項等については、医療

機関からの正しい情報を必要とするので、保護

者に学校生活管理指導表を提出するよう求める

とともに、特に必要な場合には個別の教育支援

計画を一緒に作成することも検討されたい。

子どもや保護者が、学校に疾患名等を伝えた

くない理由の一つに、友達や他の保護者に知ら

れたくないということがある。しかし、学級担

任によっては、 クラスの友達の理解を得て対応

する方が良いと考え、本人や保護者の了解を得

ていないにも関わらず、友達や他の保護者に疾

患名や配慮事項等を話してしまうことがある。

とを求めている。そこで都道府県や指定都市で

は、難病児・者への支援と小児慢性特定疾病へ

の自立支援とを関連させながら検討を行い、推

進しつつある。

小児'|曼性特定疾病の子どもへの自立支援事業

には、ピアカウンセリングのように必ず実施し

なければならない取組もあるが、学齢期の子ど

もの教育に関する取組は任意実施になっている

ため、学校では小児慢性特定疾病の子どもの自

立支援について話題になることは少ない。

教育を受ける上で、全ての病気の子どもが支

援を必要とするわけではないが、例えば、 「入

院中の子ども｣、 「人工呼吸器やインスリンポン

プ等の医療デバイスを常時装着する必要がある

子ども｣、 「感染症予防が必要な子ども｣、 「化学

物質過敏症等のアレルギーに対応した環境整備

を必要とする子ども｣、 「病気のため教育活動上

での制限がある子ども」などについては、指導

や支援を行う上で、個々の子どもの実態に応じ

た配慮が必要である。

このような病気のため配慮を必要とする子ど

もは、特別支援学校や特別支援学級よりも、小・

中学校等の通常の学級にいることが多い。

Ⅳ、疾患名や病状、配慮事項等を学校に

伝える

保護者や子どもが、病気や障害のため学校で

の配盧を求める場合には、疾患名や配盧事項を

伝えたり、主治医からの書類を持参したりする

ことが多い。それらは入学時や診断を受けた際

に学校に提出されるが、学級担任によっては病

気のことについては養護教諭に任せているとい

うことがあり、個々の子どもの疾患名や配慮事

項等について、詳しいことは知らないというこ

とがある。

近年は、アレルギー疾患､特に食物アレルギー

については、アナフイラキシーショックにより

命に関わる事案が起きていることから、学校現

場では、かなり注意されるようになってきてい

るが、心疾患や腎疾患の子ども、心臓手術後の

子ども、小児がん経験者などの学校での配慮を

必要とする子どもについては、必ずしも学級担

任が適切な配慮を行えているとは言えない。
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疾患名や配盧事項等は、個人情報なので本人や

保護者の了解を得ずに話をしてはいけないこと

を肝に銘じておく必要がある。

め特別な指導や支援を必要とする子どもが対象

である。そのため、病気であっても手厚い指導

や支援を必要としない場合は対象ではない。

この点に関しては、本特集で述べる合理的配

慮と同様に、子どもにとって、特別な指導や支

援が必要な場合に対象にできるのであって、子

ども又は保護者が望んでいない場合は対象とす

べきではない。子ども又は保護者の意向を尊重

することが重要であり、強要するものではない

ことに留意する必要がある。

しかし、子ども又は保護者が病弱教育の制度

や教育内容等を知らない、 また誤解しているた

めに、手厚い指導や支援を求めないことがある。

特に病弱教育については、教育関係者や医療

関係者でも詳しいことを知らない場合があるの

で、場合によっては丁寧に説明することも重要

である。

V.特に手厚い指導や支援を必要とする

子ども

アレルギー疾患や心疾患、腎疾患等の病気の

ために、学校活動で配慮を必要とする場合には、

医師に書いてもらった学校生活管理指導表を提

出するよう保護者に求めている。多くの場合は、

この学校生活管理指導表を踏まえて、個々の子

どもの学習活動を検討していくことになる。し

かし、学校によっては過度に活動を制限してし

まい、学校生活管理指導表で実施可能として示

されていることまでさせていないことがある。

実施可能な活動については、できる限り子ども

に参加させるようにしてほしいものである。

このように病気の子どもの多くは、学校生活

管理指導表等を踏まえて学習活動を進めていけ

ば大丈夫である。しかし、子どもによっては、

これだけでなく、特に手厚い指導や支援を必要

とすることがある。例えば、就学前に心臓の手

術をするために、何度も長期間入院していると、

学習の基礎となる外出体験や友達と遊ぶ体験な

どが不足し、学校での学習を理解出来ないため

手厚い指導と支援を必要とすることがある。ま

た、事故や脳腫瘍等により高次脳機能障害があ

る場合や小児がんの晩期合併症等で悩んでいる

場合にも手厚い指導と支援を必要とすることが

ある。このような病気により手厚い指導と支援

を必要とする子どもに対して、学校教育では病

弱者として、手厚い指導と支援を行えるように

している。

病弱教育の対象となる子ども （病弱者）の中

には、障害者総合支援法で対象となっている、

内部障害（心臓機能障害等の7つの機能障害）

により身体障害者手帳を所有している者、発達

障害やうつ病等により精神障害者保健福祉手帳

を所有している者、知的障害により療育手帳等

を所有している者もいるが、それだけでなく、

手帳はないが「その他の心身機能の障害」とし

て支援が必要な者が含まれている。

手厚い病弱教育は、この様に病気や障害のた

Ⅵ、合理的配慮

(ReasonableAccommodation)

学校で指導や支援を行う際には、学年集団や

学級集団の特性、個々の子どもの得手不得手等

を踏まえた上で、注意すべきことや配盧すべき

ことを検討している。これらの教職員の視点か

らの配盧（教育上の配慮）は、従来から大切に

してきたことである。それに対して、本号で特

集している合理的配慮は権利条約で提唱された

新しい概念であり、本人又は保護者からの要請

により検討されるものである。本人又は保護者

から配慮の要請があり、その要請に合理性が認

められる場合には、合理的配盧として提供する

必要がある。なお、合理的配慮を提供しないこ

とは、障害者差別に含まれることに留意する必

要がある。そのため障害者差別解消法で義務付

けられている国公立の教職員だけでなく、全て

の国民が、合理的配慮について理解し、その提

供に努めることが求められている。

合理的配慮とは、障害者が困ること （社会的

障壁） をなくしていくために、周りの人や行

政・企業・社会などが行うべき無理のない範

囲での配慮のことで、原文にあるReasonable

Accommodationの意味を考慮するならば、 「理

にかなった変更・調整」ととらえた方が分かり

－4－
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やすいであろう。 「理にかなった」とは「過度

の負担がない、公平性がある」などの意味であ

る。

なお、合理的配慮は、施設・設備面の整備だ

と思っている人もいるが、そのようなハード面

の環境整備だけでなく、ソフト面、例えば障害

の状態や特性等を踏まえた、指導内容の変更や

指導方法の工夫、意思疎通のための支援なども

含まれることに、学校の教職員は留意する必要

がある。

を土台にして、学校や教職員が中心となって、

個々の子どもが必要とする合理的配慮を提供す

ることになる。

その際、合理的配盧を必要とする障害児が多

数見込まれる場合等には、その都度に検討して

から提供していては手間と時間がかかるため、

子どもに必要な配慮を提供できるのが遅くな

る。そのため同様の配慮を多数の子どもが必要

であると想定きれる場合には、 より効率的かつ

コストの低減のためにも基礎的環境整備として

整備することを検討することが重要である。

基礎的環境整備を検討する際には、施設・設

備等のバリアフリー化やユニバーサルデザイン

化といったハード面だけでなく、多くの子ども

が理解できる教材や分かりやすい指導内容や指

導方法、教材等の改善・工夫といったソフト面

の充実についても留意しながら進めて行く必要

がある。

これについては、小・中学校等の通常の学級

で、病気や障害の特性を踏まえながら、指導内

容や指導方法、教材等を工夫した取り組みが行

われつつある。

これらの取り組みは、発達障害等の障害のあ

る子どもの障害特性や様々な研究成果を踏まえ

て行われていることから、 「ユニバーサルデザ

インの考え方を踏まえた指導」とか「授業のユ

ニバーサルデザイン化」と呼ばれていることが

多い。これらは特定の指導方法だけでなく、学

習障害の子どもの障害特性、ADHDの子ども

の障害特性、自閉症の子どもの障害特性、弱視

や難聴の子どもの障害特性等を踏まえた指導内

Ⅶ、分科会報告

学校における合理的配慮については､2012(平

成24）年7月に中央教育審議会初等中等教育分

科会報告として取りまとめられた「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進(報告)」(以下､｢分

科会報告」という）において整理されている5)。

分科会報告は、多岐にわたって提言を行って

いるため分量が多く、概要版でもA4版で10

ページになっている。そのため全てのことにつ

いて詳しく述べることはできない。そこで、こ

こでは多くの提言の中から「基礎的環境整備と

合理的配慮｣｢連続性のある多様な学びの場｣｢合

理的配慮の観点」の3点について説明する。

1．基礎的環境整備と合理的配慮

権利条約第24条には教育に関することが示

されている。教育における合理的配慮について

は、同条第2項(c)において、 「個人に必要と

される合理的配盧が提供される」ことを求めて

いる。

つまり、合理的配慮とは個別に必要ときれる

ものであって、不特定多数を対象とするもので

はない。学校では、不特定の子どもや大人を対

象にして施設･設備が整備されることが多いが、

それらは合理的配慮に含まれないことになる。

そこで分科会報告では、多くの方を対象とした

バリアフリー化やユニバーサルデザイン化と、

個人に必要とされる合理的配慮との違いを分か

りやすくするため図3のように「合理的配慮」

と「基礎的環境整備」に分けて整理している。

国や地方自治体、学校が行う基礎的環境整備

Bさん
の合理的配慮

Cさん
の合理的配慮Aさん

の合理的配慮

基礎的環境整備
（国・自治体・学校が実施）

施設・設備等の
バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化

指導内容・指導方法・教材等の
ユニバーサルデザイン化

など

図S基礎的環境整備と合理的配慮

－5－
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容や指導方法、教材等の改善・工夫等を総称し

ているものである。

このような取り組みをする中で、一つひとつ

の指導方法等による成果を積み上げ、パターン

化していくことにより、多くの教職員が取り組

み易くなってきている。このような取り組みを

とおして、教職員が障害のある子どもへの理解

が広がりつつあるのは望ましいことである。

しかし、実際に指導するに当たっては、学校

の実情、学年や学級の子どもの発達の段階や特

性、地域の状況等に応じて指導内容や指導方法

等を工夫（実態の応じたカスタマイズ）する必

要がある。

障害のある子どもの実態は多様であり、その

ニーズも多様であるため、授業のユニバーサル

デザイン化などにより、多くの子どもが分かる

授業を展開したとしても、障害の状態等によっ

ては、個別の対応が必要な場合があるので注意

する必要がある。

権利条約では、障害の多様性を前提としてい

ることが前文で示されている。そのため、権利

条約におけるユニバーサルデザインの定義の中

では、製品や施設等のカスタマイズや一人一人

に必要とされる変更・調整（合理的配慮）を否

定している訳ではない。

商品化された物の中には、ユニバーサルデザ

インの考え方に基づいて制作されている物も多

くなっている。その代表的なものであるスマー

トフォンやタブレット端末には、ユニバーサル

デザインの考えに基づき設計の段階から障害の

ある人が使える機能が準備されている。しかし、

そのような機能を必要としない人の方が多いの

で、普段はそれらの機能を使用しないように設

定きれている。そこで、これらの機能の中から、

個々の子どもの障害の状態等に応じた機能を使

えるように調整することが必要となる。

この様に、ユニバーサルデザインの考え方を

踏まえて商品を開発したり、施設・設備等を改

善したり、指導内容や指導方法等を工夫しても、

病気や障害のある個々の子どもの実態や学習環

境等に応じた変更・調整が必要となる子どもが

いることに留意願いたい。

なお、これらのスマートフォン等に準備され

ている障害のある人にとって便利な機能の中に

は、多くの人にとっても便利で実用的なものが

ある。例えば、スマートフォン等で使われてい

るタッチ操作による文字の拡大とか、音声認識

による操作（例: iPhoneでのSiri)などは、今

では、多くの人が日常的に使うようになってき

ている。

2．連続性のある多様な学びの場

分科会報告では、インクルーシブ教育システ

ム構築に必要なこととして、通常の学級、通級

による指導、特別支援学級、特別支援学校とい

う 「多様な学びの場」を整備することと、それ

らを連続性のあるものにしていくことを提言し

ている。

しかし、 4つの学ぶ場が示されているだけな

ので、どこが多様なのかと思われるかもしれな

い。ここで示されている4つであるが、図4の

ように通常の学級でも支援員等を活用して指導

に当たったり、通級による指導を活用したりす

ることができる。また、特別支援学級に在籍す

る子どもは通常の学級で障害のない子どもと一

緒に学ぶ機会を設けることもできる（交流及び

共同学習）ので、個々の子どもの実態や学校の

状況等に応じて、様々な学びの場を作ることが

可能である。ざらに特別支援学校や特別支援学

級については障害種別に学校や学級が設置され

ているので、このように障害種別に図4のよう

な学ぶ場を整備することが可能である。

このような多様な学びの場を、障害の状態の

変化や学習環境の整備状況等に応じて、例えば

通常の学級から特別支援学級に、又は特別支援

万間

特別支援学校
特
別
支
援
学
級

小
・
中
学
校

通
常
の
学
級

図4連続性のある多様な学びの場
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に、個別の教育支援計画には、本人又は保護者

と合意した合理的配盧の内容を記載することに

なるので、個別の教育支援計画を適切かつ効果

的に作成・活用できるようにするため、本人又

は保護者に、合理的配慮に関して理解を得てお

くことが重要である。

学級から通常の学級へと替えることができる、

つまり連続性のあるものにしていくことを分科

会報告では求めている。

3．合理的配慮の観点

合理的配盧についての検討が始まった頃は、

｢特別支援学校では、障害のある子どもの学習

環境が整っているので合理的配盧は関係ない」

という声を聞くことがあった。 しかし、基礎的

環境整備などの概念が明確でなかった時の話で

あり、合理的配盧が「個別に必要とされる理に

かなった変更・調整」であるということが理解

される中で、特別支援学校でも合理的配盧は必

要であり、その理解と提供を進めていくことが

求められるようになってきた。つまり、幼稚園

や小・中学校、高等学校だけでなく特別支援学

校においても合理的配盧の提供は必要である。

そこで、これらの学校での理解を進めるため、

分科会報告では、図5のように合理的配盧の3

観点11項目が示されている。これにより合理

的配盧と施設等のバリアフリー化との違いが、

一層明確になった。特に学校や教職員にとって

は、個々の子どもの実情（実態及び学習環境等）

に応じた指導内容の変更・調整が最初に示され

ており、そのことがとても重要であることに留

意する必要がある。

平成29年3月に公示された新しい学習指導

要領では、特別支援学校だけでなく小・中学校

の特別支援学級においても、個々の子どもの実

態に応じた個別の教育支援計画と個別の指導計

画を作成・活用することを義務づけている。特

Ⅷ、病弱者にとっての合理的配慮

1 .合理的配慮ワーキンググループでの整理

合理的配慮について深く検討する必要がある

ことから、分科会の下に合理的配盧ワーキング

グループを設置して検討された。

ワーキンググルーフ．には、障害当事者又は保

護者が参加し、教職員や行政からの意見だけで

なく、当事者の観点からの意見を積極的に出さ

れた。

その検討の中で、障害種別の合理的配盧が例

示されており、病弱に関しては、例えば、図

6のようなものが会議資料として掲載されてい

る。

通常の学級で実施できることから示し、段階

を追って特別支援学校等の専門的な知識や場所

を必要とすることまで順番に示している。この

ようにワーキンググループでは障害種別に丁寧

な検討が行われ、その成果をワーキンググルー

プ会議資料として文部科学省のWEBサイト上

で公表している。

これらの資料を元にして検討が深められ、最

終的なものが分科会報告としてまとめられてい

る。図7と図8は、分科会報告の中で示されて

合理的配施の観点
【病弱での例】

（1）－1－1 学習上又は生活上の困戴を改善・克服するための配慮

息諜謡鑪溌状鶴鰹黙溌澆蕊驚罐綴認驚、
孝治房や家庭と連携をとり、本人に伝える事項などを確認すること）
ア定期的な服薬や体温溺整など病状の維持一回復に必要な対応を
指導

イ自分の病気を理解し、病状に応じて、例えば負相渦重な活動を
自ら制限するなど自己管理ができるように指導

ウ薬の管理や薬の畠'1作用、治療による園ﾘ作用や合併症、晩期障害
などを理解し、対応できるよう指導

工病気による様々な規制や困難（運転免許証の取得や就職上の制
約など）を理解し、病気に応じた対応方法を考えるよう指導

オ病気や障害のある人を支援する医療賛助成や難病対策、障害
児・者の福祉などの詩制度を理解し、必要に応じて病気の状態
により利用できる制度を鯛ぺ、活用できるように指導

⑪教育内容・方法
①－1 教育内容

①－1－1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

①－1－2学習内容の変更・調整

①－2教育方法
①－2－1 情報,コミュニケーション及び教材の配慮
①－2－2学習機会や体験の確保

①－2－3心理面・健康面の配慮

②支援体制

②－1 専門性のある指導体制の整備
Z－2 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るための

配慮

②－3災害時等の支援体誘の整備

③施設。設備

③－1 校内琿境のバリアフリー化
③－2発連、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設

備の配慮

③－3災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

＜参考＞

合理的配慮WGでの検肘時の資料等
障害麺別の学校における「合理的配厘｣の観点(案）
第7回合理的配庫WG産付資料(H23.狸.1.6）
http://W刑W･me蚊酌.jp/b=menu/ShlngJ/ChukyD/ChukyD3/046/51r”/attach/ユ3ﾕ4384,ht、

図6病弱の子どもへの合理的配慮図5合理的配盧の3観点11項目(分科会報告より）

与
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合理的配■の観点毎の障害種別の例示－1

検討する際の参考資料

･箔蕊雛寵露吾溌静(ｲﾝｸﾙDB)
昌寵詣弾蕊壁蚕基本方針(閣臓決定)閉口対応指針（文部科学省等） ” ‘” ，”
ロ合理的配竃サーチ（内閣府） ”‘ロ.'，
htt座//www8.CaO,貝o・ip/shou日ai/suishin/iirei/index,html －一

口障害者差別解消法リーフレット

①－2－1情報･コミュニケーション及び教材の配慮

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮すると

ともに､教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。

見えにくさに応じた教材及び情報の提供を行う.(聞くことで内容が理解できる脱明や
資料､拡大コピー､拡大文字を用いた資料､触ることができないもの(週くのものや動き

の速いもの等〕を確鹿できる模型や写瓦等)また､視覚障害を補う視覚補助具やICT
を活用した情報の保障を図る･ (画面拡大や色の畑整､読み上げｿﾌﾄｳｪｱ等)

視覚障害

聞こえ'三くさに応じた視覚的な情報の提供を行う。(分かりやすい板審､教科害の音読
箇所の位置の明示､要点を視覚的な摘報で提示､身振り､簡単な手詰等の使用等）

また､聞こえにくさに応じた聴覚的な情報･珂境の提供を図る“(座席の位置､話者の
音量調整､机･椅子の腿のﾉｲス軽減対策(使用済みﾃﾆｽボールの利用等)、防音
珂境のある指導室､必要に応じてFM式補聴器等の使用等）

http://www8.CaO,貝o,ip/shou2ai/suishin/sabekai leaflet‘html

ロセンター賦験の配慮事項

ロ特別支援学校の学習指導要領及び同解脱
ロ教育支援資料

ロ各自治体が定める対応要領

･野大き謹人における教嘩貝対応要領の灘形(国立大学懐

聴覚障害

知的発達の遅れに庵じた分かりやすい指示や教材･教具を提供する。 <文字の拡大や
誘み仮名の付加､昂し方のｴ夫､文の長さの調整､具体的な用語の使用､動作化や

視覚化の活用､数量等の理解を促すための絵カードや文字カード､数え棒､パソコン
の活用等）

知的障害

h杖p://wwwqianu・ip/new望(共生社会の形成に向けたｲﾝｸﾙｰｼプ教育システム構蟹のための刺別支援教育の推進(報告)平威24年7月

23日中央敏育審議会初等中専敏盲分科会より》

図7合理的配慮の例－1 図10合理的配慮を検討する際の資料

合理的配慮の観点毎の障害種別の例示－2

①－2－1情報･コミュニケーション及び教材の配慮 とが必要である。

合理的配慮を検討する際は、分科会報告で示

されている例とともに、先に述べたワーキング

グループでの検討状況や会議資料も参考にして

ほしい。

また、図10に検討する際の資料をまとめ

た。これらを参考にしながら、個々の子どもの

実情に応じた合理的配盧を考えてはほしい。特

に、最初にある「インクルDB」は、文部科学

省が実施している各種事業の受託先の教育委員

会や学校からの報告を元にして作成されている

ので、必要とする障害種別や学年等で検索し活

用して欲しい。なお、図10にある文部科学省

が示している対応指針の対象は私立の学校であ

り、国公立はそれぞれの設置者が対応要領を定

めている。 しかし、学校での合理的配盧を検討

する際に重要なことが示されているので、参考

にすることを勧めたい。

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮すると

ともに､教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。

寄字や計算が困難な子どもに対し上肢の機能に応じた教材や機罷を提供する。 (害字
の能力に応じたプリント､計算ドリルの学習にパソコンを使用､話し言葉が不自由な子
どもにはｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを支援す-る機罷(文字盤や音声出力型の機羅等)の活用
等）

肢体不自由

病気のため移動唖囲や活動量が制限されている場合に､ICT等を活用L､間接的な体

鞍や他の人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの棲会を提供する.(友連との手紙やメールの交換､
ﾃﾚピ会雄ｼｽﾃﾑ等を活用したリアルタイムのコミュニケーション､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を
活用した疑似体験等）

病弱

発音が不明瞭な堀合には､代替手段によるコミュニケーションを行う。 (筆眼､ICT樫務
の活用等）

言語瞳害

自閉症一

情緒障害
自閉症の特性を考虐し､視覚を活用した情報を提供する。 (写真や図面､模型､実物

等の活用〕また､細かな制作等に苦手さが目立つ鳩合が多いことから､扱いやすい道
具を用意したり､補助具を効果的に利用したりする。

(共年材会の形威に両I法インクルーシブ敏育システム犠隻のための特嗣支援敏盲の推五(細告】平成24年7月

23日中央軟育審巌会初等中等教育分科会より)

図8合理的配盧の例－2

病弱の例

服薬管理や環境調整、病状に応じた対応等ができ

るよう指導を行う。 （服薬の意味と定期的な服薬
の必要性の理解、指示された服薬量の徹底、眠気

を伴い危険性が生じるなどの薬の副作用の理解と

その対応、必要に応じた休憩など病状に応じた対
応等）

（1）－1－1

学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

http二〃www,mext･go､jp/b-menu/釦ingj/chu恥/chu剛｡シ046/a廿ach/埠旭ﾕB5-htm

図9病弱者の合理的配慮例
2．病弱者に関する課題

今まで述べてきたように、分科会報告では合

理的配盧だけでなく基礎的環境の整備や障害の

とらえ方の整理など多岐にわたっている。それ

らの中から、病弱者への合理的配慮を充実させ

る上で大きな課題となることを、 「病気の子ど

も理解と必要な教育｣、 「学びの場の整備｣、 「病

気や病状に応じた配慮」の3つの観点から整理

してみる。

l)病気の子ども理解と必要な教育

医療の進歩により病気の子どもを取り巻く状

況は大きく変わってきている。長期入院を必要

いる例示から、図5の①－2－1 「情報･コミュ

ニケーション及び教材の配慮」の項目に関する

障害種別の例である。

また､図9は､病弱者に対する①－1－1 「学

習上又は生活上の困難を改善・克服するための

配慮」の例である。このように病弱の配慮には、

子どもの健康状態に直結するようなことも含ま

れるので、配慮の内容によっては、主治医や校

医等の協力を得るなどして、慎重に検討するこ

－8－
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としていた病気の子どもの多くが、短期間の入

院又は通院で治療可能になった。しかし、退院

後も継続して通院や観察、感染症予防等を必要

とすることが多い。そのため、退院後すぐに登

校することが出来なかったり、通院のため欠席

が多くなったりすることがある。また、寛解で

退院した場合は、完治しているわけでないので

医療面での配盧が必要であるが、学級担任から

｢急がなくてよい。治ってからきたら」と言わ

れ学校に行きにくくなることがある。 「完治し

ないと学校に来てはいけない」と言われている

ように感じる子どもがいることを理解する必要

がある。

病弱の子どもの主な病気や病状、治療の過程

等が大きく変わる中で、それらの変化に応じた

理解が求められる。

2）学びの場

合理的配慮の基礎となる基礎的環境整備の1

つとして、多様な学びの場の整備が挙げられて

いる。しかし、入院中の子どもの学びの場は十

分とは言えない状況である。文部科学省が2014

(平成26）年に実施した調査では、約6割の子

どもが入院中に指導を受けている。しかし、そ

の中には、 1～2日の見舞いも指導として含ま

れている。学校としては公務で病院に出かける

のは指導の一環である。しかし、子どもや保護

者からすると見舞いであり指導とは思っていな

いことが多い。見舞いを除いた割合については

正確なデータがないため分からないが、秋田県

等で実施された調査などを参考にすると、概ね

1割未満の子どもしか対応できていないと思わ

れる。

入院の短期化が進み、7～14日程度の入院が

多くなっているため、この調査結果だけで入院

中の全ての子どもの教育状況を把握できたとは

言い難いが、全国の全ての小・中学校の30日

以上入院した子どもの教育状況が把握できたと

いう意義は大きい。この調査結果だけでも、学

びの場が十分に整備きれているとは言い難いこ

とが分かる。

さらに、小児がんの子どもが高校段階で発症

又は再発して入院してくることが増える中で、

高校段階の入院中の子どもの学びの場が新しい

課題となってきている。

病弱の特別支援学校に高等部が設置されてい

る所はあるが、その多くは筋ジストロフイーの

子どもを対象とする病院に隣接しており、小児

がん等の子どもなど他の疾患の子どもが入院す

る病院には高等部が設置されていないことの方

が多い。

高等部の設置が少ない理由として、各教科を

指導できる教員をそろえることが難しい、義務

教育ではない、指導できる場所（教室）を確保

できない等が考えられるが、それだけでなく、

高校には普通科だけでなく専門学科、定時制、

通信制、多部制単位制など多様であるため、小・

中学校等は異なった対応も必要である。

しかし、病気や障害のため特別な指導や支援

を必要とする子どもが、合理的配慮の提供を求

め、その基礎となる環境整備として学びの場の

整備を求めた場合、何らかの対応が必要であろ

う。

現在、高等部が設置されていない病弱の特別

支援学校では、地域のセンター的機能の一環と

して、入院中の高校生の支援を始めている所が

ある。しかし、学校だけの努力には限界がある

ので、この様な取り組みへの支援を含めた、学

びの場の整備を進めることが必要であろう。

B)病気や病状に応じた配慮

文部科学省WEB上で公表している「教育支

援資料」では、病弱教育の対象となる疾患が列

挙きれているが、その中でも書かれているよう、

これらは代表的な疾患名であって、列挙されて

いない疾患も含めて多様な疾患の子どもが対象

である。また、同じ疾患名であっても、病状は

一人一人異なる。

病弱の子どもの合理的配慮を検討する際は、

この様に多様な子どもの実情に応じて検討する

のであって、分科会報告やインクルDBで例示

されていることを、そのまま実施すればよいと

いうものではない。合理的配慮は、個別に必要

とされるものであることを改めて押きえておき

たい。

Ⅸ、社会的障壁と合理的配慮

個々の子どもの実情に応じた合理的配盧を決

定していく上で、現在の障害に対する考え方の

－9－
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変化と社会的障壁について理解しておく必要が

ある。

権利条約の前文には、 「・ ・ ・障害が、機

能障害を有する者とこれらの者に対する態度

及び環境による障壁との間の相互作用であっ

て、 ・ ・ ・ 」と定義されているように、周囲の

人の態度や環境等を考慮に入れて考えていくこ

とを前提として条約が定められている。また、

この権利条約を踏まえて改正された障害者基本

法の第二条第一号には「障害者」が定義されて

いて、心身の機能の障害があり、その障害と社

会的障壁とにより相当な制限を受ける状態にあ

るものと定義されている

権利条約や障害者基本法等が求めている合理

的配慮の提供とは、この社会的障壁の除去のた

めに必要とされることの一つである。合理的配

慮の提供に当たっては、社会的障壁が「障害が

ある者にとって日常生活又は社会生活を営む上

で障壁となるような社会における事物、制度、

慣行、観念その他一切のものである」ことを理

解しておく必要がある。

その際に、子ども又は保護者の意向は最大限

尊重しつつも、学校教育では、子どもの能力を

最大限に伸ばすという視点が重要であり、本人

又は保護者からの要請だけで、検討が進められ

るものでない。

子どもが卒業後に自立し、社会参加していく

ために必要な力とは何か。その力を身に着けて

いくために障壁となっているものがあれば、そ

れを除去するためにバリアフリー化やユニバー

サルデザイン化をすすめるとともに、合理的配

慮の提供することが必要なのである。

病弱の子どもにとっての学校教育における具

体的な合理的配慮の内容等については、本特集

で研究者の立場や教員の立場、当事者の立場か

らや書かれているので、それらを参考にしてほ

しい。

本特集をとおして、病弱の子どもにとっての

合理的配慮という観点から、子どもに必要なこ

とを整理することで、病気や障害のため特別な

指導や支援を必要とする子どもについて、教育

関係者だけでなく、医療関係者、福祉関係者、

保健関係者、労働関係者、企業等の理解が広が

ることを期待する。Ⅸ、 さいごに

これまで述べてきたことを踏まえて、合理的

配慮を決定する際に、押さえておくべきことを

図11に整理してみた。合理的配慮は教員側か

ら一方的に示されるものでも、本人や保護者か

ら言われたことをそのまま受けるというもので

もない。

本人又は保護者と学校関係者とが合意し進め

ていくものである。
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合理的配慮の決定

ロ個々の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定

・瀧.関心､学習上又は生活上の困難､健康状態等を
ロ本人・保護者と可能な限り合意形成を図る
ロ決定した合理的配慮は個別の教育支援計画に明記
ロ個別の指導計画においても必要に応じて活用

p過度の負担については個別に判断

口何を優先させるかについては共通理解を図る

【注意】最初から本人・保護者からの要望を聞か
ないというような態度や言動はダメ！

・ ・ ・一緒に考えましょう

図1 1 合理的配慮を検討するに当たって
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【特集】

担当者の視点からの合理的配慮

国立特別支援教育総合研究所深草瑞世

キーワード：高次脳機能障害、特別支援学校での合理的配慮、小学校での合理的配慮、移行支援会議

は、治療方針や服薬について確認することによ

り、授業内容や支援方法について考慮しなけれ

ばならないことがある。また、病院で行われて

いるリハビリテーションの内容の一部を授業の

一部に組み込むことにより、一層の効果が上が

ることがある。そのためにも、 日頃より医療関

係者と情報交換できる関係性を築いておく必要

がある

Aさんが転校した特別支援学校では、病院が

行うカンファレンスに学校の教職員が参加し、

Aさんの学校での様子や病棟での様子を共有

し医療的な観点からアドバイスをもらうことが

日常的にできていた。Aざんの場合は、事故前

と比較すると、学習面では、記憶力の低下がみ

られ、文字を書き写すのに時間がかかるように

なった。また、行動面では、次に行動すべきこ

とが分からずじっとしていたり、 目的の場所と

は違う場所に行ってしまったりする様子が病院

内でも見られた。授業中にボーッとしたり、イ

ライラしたりする様子も見られた。

I.はじめに

中央教育審議会初等中等教育分科会(2012)

の報告でもあるように、インクルーシブ教育シ

ステムを構築するには、障害のある子供も障害

のない子供も、授業内容が分かり学習活動に参

加している実感・達成感をもちながら、充実し

た時間を過ごしつつ、生きる力を身につけてい

けるかどうかが、本質的な視点となるl)o

では、そのためには、病弱教育を担う学校で

は、合理的配慮はどのようなことに配意しなが

ら行われているのだろうか。本稿では、病院に

入院しながら特別支援学校で学ぶAさん（高次

脳機能障害）の事例を紹介する。

Ⅱ、事例（高次脳機能障害のAさん）

小学校の通常の学級に通っていたAさんは、

交通事故により脳に損傷を受け入院した。手術

等により身体的には回復したものの、記憶障害

と遂行機能障害が残った。入院中は、地元の小

学校からその病院内にある特別支援学校に転校

し、学習することになった。特別支援学校での

合理的配慮と退院し小学校に戻った際の合理的

配慮の決定の推移について紹介する。

2)特別支援学校の状況（基礎的環境整備）の

確認

病院の中にある学校や教室の環境や資源はそ

れぞれ異なる。ベッドサイドで指導するのか教

室に何人か集まって授業を行うのか、 1対1の

指導なのか、 1対複数人なのか、 ICTを使用で

きる環境なのか否か、等によって、提供できる

合理的配慮も変わる。Aさんが転校した特別支

援学校では、高次脳機能障害について理解して

いる教職員が多く、教材の工夫や指導のノウハ

ウも豊富であり校内支援体制も整っている環境

だった。

l.特別支援学校における合理的配慮について

1)Aさんの状態について関係者で共有する

合理的配慮を決定する大前提として、Aさん

の現在の健康状態や、身体機能面、学習面、心

理面、生活面について関係者で確認を行うこと

が大事である。

特に、入院をしながら授業を受けている場合
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3）本人と保護者からの希望（意思の表明）

本人や保護者から必要な支援や配慮について

希望や要望を聞く。特に申し出がない場合でも、

必要であると思われる支援や配慮については、

関係者側からも積極的に提案していくことが重

要である。しかし、病院内においては施設設備

等も限られているので、過度な負担がある場合

については、代替案を提供しながらよりよい支

援や配慮を検討する。

Aさんについても小学校から特別支援学校に

転学する際に、関係者が集まり、病院内（特別

支援学校）での学習内容や支援内容について話

し合った。その時にAさんや保護者の希望を聞

くと、小学校に戻ることを目標に、 「友達と学

習できるようになりたい」との申し出があった。

そこで、現在の状況を考慮し、以下の合理的配

慮について提供することで合意した。

4)Aさんの特別支援学校での合理的配慮

○合理的配慮①-1-1学習上又は生活上の困難

を改善・克服するための配慮

モバイル端末を利用して、 自分でもスケ

ジュールをチェックする習慣を身につけるよう

にした。これは、病棟の生活でも使用するよう

にした。

○合理的配慮①-1-2学習内容の変更・調整

特別支援学校では、少人数での学習体制が組

まれているので、Aさんの学習進度に合わせ、

復習を兼ねながら丁寧に進めるようにした。

○合理的配慮①-2-l情報・コミュニケーショ

ン及び教材の配慮

現在のAさんにとって読みやすい字の大きさ

や行間を視能訓練士と共に検討し、適したプリ

ント等を用意するようにした。

○合理的配慮①-2-3心理面・健康面の配慮

心理面では、学習時にイライラして暴言を吐

いたり、ボーッとしてしまったりすることが見

られたので、疲れが出たときは、学習を一時中

断し、自分からリラックスできる方法（深呼吸、

目をつむる等）を行い休憩するようにした。

5）合理的配慮の評価・改善

病状が回復したり安定したりすることによ

り、必要な支援や配慮は変わる。そのため合理

的配盧についても、定期的に見直す必要がある。

Aさんについても、退院し小学校に転校する

時には、症状の改善が見られるようになった。

学ぶ場が変わる場合は、基礎的環境整備を確認

すると共に、そのことにも考盧して合理的配慮

を考える必要がある。

2.小学校における合理的配慮

小学校転学時における合理的配慮の決定につ

いて

1)Aさんの退院時の状態

入院期間のリハビリテーションや特別支援学

校での学習を通して、徐々に学習のペースは上

がってきていた。しかし、文字を書くペースが

ゆっくりで、黒板の字を書き写す量が多いと、

時間がかかる様子が見られた。脳が疲れるとあ

くびを頻回にする様子がみられた。また、以前

はできていたことができないことによるあせり

や不安も口にするようになった。

2）小学校の状況

小学校では、高次脳機能障害についての知識

や支援方法等について知らない職員がほとんど

だった。クラスメイトは、Aさんが事故に遭っ

たことについて知らされていたが現在のAさん

の様子については知らない状態だった。Aさん

の学級は30人学級であり、担任の先生が一人

で授業を行っている。特別支援学校の授業より

学習進度が速く、情報量が増え、黒板やテキス

トの字の量が増える。

文字の大きさや黒板の色使い、 日課の確認に

ついては、ユニバーサルデザインの考え方を取

り入れ､誰もがわかりやすい環境を整えていた。

3）移行支援会議

移行支援会議では、医療関係者と学校関係者

が集まり、小学校に戻ったときの支援の方法等

について話し合う｡Aさんはや保護者からは、

以前のように友達や先生が迎えてくれるか、一

緒に勉強ができるか不安があるため、事前に特

別支援学校の教職員から小学校の教職員とクラ

スメイトに、Aざんの現在の状況について説明

してもらえるとありがたいとの要望があった。

また、板書を移す時間が足りないときの配盧

や脳が疲れたときの対応についても可能な限り

配慮できるよう工夫した。そこで、小学校では

以下の合理的配盧を提供することとした。

4）小学校での合理的配慮

－12－
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○合理的配慮①-2-l情報・コミュニケーショ

ン及び教材の配慮

黒板の字をノートに写す時間が足りないとき

は、黒板の写真を撮ることで対応するようにし

た。

○合理①-2-3心理面・健康面の配慮

途中で気分が落ち着かなくなったり、急激に

疲れがでてしまったりすることが予想されたの

で、その時は保健室を利用するようにした。

○合理②－2幼児児童生徒、教職員、保護者、

地域の理解啓発を図るための配慮

Aさんが小学校に戻る前に、特別支援学校の

教職員が小学校の教職員や学級の子供を対象

に、Aさんの様子や支援について説明を行った。

日課の理解や体育館や音楽室等への移動につ

いては、周囲のお友達が自然に声を掛け合い、

一緒に行動するようになった。

病気で入院している子供は、将来に大きな不

安を抱えている。以前まではできていたことが

できなくなっていることに、本人や家族、周囲

が戸惑い悩む。どのような学校生活を送りたい

のかを、本人も交えた関係者で話し合いをする

ことが必要となる。

また、小・中学校等の教職員と医療関係者を

つなぐ手立てとして、特別支援学校のセンター

的機能を活用し切れ目ない支援を行っていくこ

とも大切だ。

子供が十分に学ぶためには何が必要なのか、

学ぶ意欲をどう育てていくのか、社会に出たと

きに必要となる力をどのように育てていくの

か、 「今」だけではなく、将来に向けて必要な

力をつけるための一つとして、 この合理的配

慮について周囲の人と考えていただけたらと思

う。

引用文献

l)中央教育審議会初等中等教育分科会(2012),

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進

（報告）

Ⅲ． まとめ

病院内の特別支援学校や特別支援学級で可能

だった合理的配慮が、小・中学校等の通常の学

級において必ずしもそのまま適用できるわけで

はない。それぞれの学校の基礎的環境整備や入

院している病院の学習環境を十分に考盧した上

で、合理的配慮について合意形成を図ることが

大事になる。

本稿では原稿提出時の筆者の所属で掲載し

ているが、平成30年4月現在は文部科学

省で特別支援教育調査官として勤務

※
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【特集】

病院にある学校の変化と合理的配慮

一小児がんの児童生徒への支援の経験を踏まえて－

国立特別支援教育総合研究所士屋忠之

キーワード：合理的配慮、病院にある学校、医療と教育の変化、合理的配慮、交流及び共同学習

で、当時、小児がんは退院できる児童生徒が現

在よりも少なく、その生徒も3年生になる前に

亡くなっている。

児童生徒が転学前に在籍していた小・中学

校（以下､前籍校）での病気の子どもの理解は、

今よりも不十分で、前籍校から児童生徒を訪問

する教員も少なかった。退院して前籍校に戻る

児童生徒もいたが、長い間交流が途絶えている

ため学校に戻るということに不安を抱えている

児童生徒も多かった。

担任していた児童生徒の中には、小・中学校

に適応できずに不登校になった子どももいた。

病院にある学校から小・中学校へのもっと良い

アプローチの仕方があるのではないかとも感じ

ていた。

病院にある学校に勤務してから10年く“らい

経つと、勤務地の養護学校は特別支援学校にな

り、小・中学校の通常の学級においても特別支

援教育が行われるようになった。その影響もあ

り、小・中学校での理解が進み、入院している

児童生徒を訪問する前籍校の教員も増えていっ

た。退院後の前籍校への転学もスムーズに進む

ケースが増え、児童生徒や保護者の退院時の不

安も少しずつ減っていた。

そのような教育の変化の中、小児がんの治療

についてはさらに大きな変化があり、以前は治

る子どもの方が少なかったが、医療の進歩で今

では70～80％が治るようになった。

厚生労働省から平成24年に出された第二期

がん対策基本計画は「家庭や地域での療養や生

活を選択できるよう、 （中略）在宅医療・介護

を提供していくための体制の充実を図る」必

要があるとした。小児がんも入院期間が短期化

はじめに

現在、特別支援学校及び小・中学校等におい

て、今回のテーマである「合理的配慮」の充実

を図ることが必要となっている。中央教育審議

会初等中等教育分科会は平成24年に「共生社

会の形成に向けたインクルーシブ教育システム

構築のための特別支援教育の推進（報告)」 （以

下､中教審報告）を出し､その中で「合理的配慮」

の定義を行った。

児童生徒への「合理的配慮」の提供は、病院

にある学校ではすでに行われているところも多

いが、医療の変化により不十分なところも出て

きている。また小・中学校の通常の学級では新

たな取り組みとなる。そこで病院にある学校に

多く在籍する小児がんの児童生徒への支援を中

心に、筆者の教員としての経験を振り返りなが

ら、今後の合理的配慮の充実について考えてみ

たい。

＊本稿では、 「病院にある学校」として、病弱

教育を行っている特別支援学校及び病弱・

身体虚弱特別支援学級で、病院に隣接した

校舎や病院内において教育を行っている学

校・学級とする。

1.医療と教育の変化

筆者は20年以上、特別支援学校に勤務し、

そのうちの16年間は病院にある学校に勤務し

た。病院にある学校に勤務をはじめた頃は、特

別支援教育は特殊教育、特別支援学校は盲･雲・

養護学校という名称であった。

初めて担任した生徒は白血病の中学2年生

－14－



第63号,2018

し、居住地で生活する児童生徒が増えた。また

病状や病院の治療方針よって、入退院を繰り返

しながら治療するケース、入院せず外来で治療

するケース等、児童生徒一人一人の実態も多様

となった。このような状況に対応するため、筆

者が勤務していた学校では、退院後も在籍する

ことを認めることにした。すると、公共交通機

関を使って遠方から通学する児童生徒もでてき

た。自宅療養中には、病院にある学校に在籍し

ながら、前籍校にて、できるだけ学習する機会

がもてるような支援を行った。また平成28年

にはがん対策基本法が一部改正され、 「必要な

教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円

滑に受けることができるよう、必要な環境の整

備」をするとし、小児がんの児童生徒にとって

教育の継続が重要視されることとなった。

いように配慮したり、病院内に別室を借りて指

導を行ったりする方法が考えられる。ただし、

病院内にある学校の設備は必ずしも十分ではな

く、また、医療機関に依存する場合が多いので、

このような感染や施設・設備による対応は、病

院と十分に連携しながら進めることが重要とな

る。また退院後の支援は、前籍校への転学を見

据えてのものであり、児童生徒の治療計画、学

習上の困難、健康状態等から、教員と本人及び

保護者が十分に話し合って決めていくことが大

切となる。

次に病気のある児童生徒にとって、入院や自

宅療養中でも転学後を見据えて、できるだけ前

籍校にて学習できるようにすることも大切であ

る。その際には「1－2－2学習機会や体験の

確保」により、交流及び共同学習を活用して行

うことが重要となる。もちろん、これまでにも

退院が近くなると、体験通学等として前籍校に

て学習する機会を設け、転学する際に成果を上

げている実践が数多く行われてきた。しかし文

部科学省が平成25年に行った「長期入院児童

生徒に対する教育支援に関する実態調査」では

｢一時転学先学校と連携し、交流及び共同学習」

を行っている小．中学校は49％であった。入

院が短期化する中では、児童生徒の実態や学校

の状況に応じ、病院にある学校での学習を基本

としながら、入院又は自宅療養中から交流及び

共同学習を活用して前籍校にて学習する機会を

設けることが望まれる。その際に「1－1－1

学習上又は生活上の困難を改善．克服するため

の配慮」及び「1－2－3心理面・健康面の配

慮」により､児童生徒が体験するだけでなく、｢授

業内容が分かり学習活動に参加している実感．

達成感を持ちながら、充実した時間」 （中教審

報告より）を過ごしているかどうかが重要とな

る。

前籍校で受けた授業の内容が分からなかった

り、友達との交流が十分に深められなかったり

した場合は、前籍校に戻ることや治療や学習へ

の意欲が減ってしまうことになりかねない。そ

のようなことにならないようにするために、前

籍校の教員と学習進度や内容について調整をす

ることや、前籍校の児童生徒や教員の受け入れ

体制を十分に整えることが大切となる。入院や

Ⅱ、今後の病院にある学校における対応

中教審報告では、合理的配慮について表の様

に3つの観点とllの項目を示しており、実際

の場面では、この観点や項目を参考にすること

が重要となる。そこで、この表をもとに、医療

の変化の影響によって変わってきている小児が

んの児童生徒への支援のあり方について考えて

みたい。

まず退院後の支援についてあるが、筆者が全

国の病院にある学校へ行った調査では、退院後

も在籍している児童生徒がいるという学校はま

だ少なく、調査全体の53％あり、在籍してい

ない理由として最も多いのが「入院が在籍の条

件」であった（土屋・川問,2015） ］)。

このような在籍条件については、 「1－2－2

学習機会や体験の確保」により、今後は一律に

在籍条件を決めるのではなく、児童生徒の実態

や学校の状況により柔軟に行っていくことが重

要となる。

退院後に在籍できない理由として、 自宅から

病院にある学校へ通学する場合、学校内にて感

染への配慮が必要となる場合があると思われ

る。その場合は「3－2発達、障害の状態及び

特性等に応じた指導ができる施設・設備の配

慮」により、例えば教室内を区切って入院中の

児童生徒と通学している児童生徒が接触できな
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自宅療養中から前籍校にて国語や算数・数学等

の授業を受け、友達と交流しながら学習するこ

とで、実感や達成感をもつことができれば、生

活や学習において意欲が湧き、精神的に安定し

て生活できると思われる。ただし、実施する上

では感染や体調への配慮、付添いなどの課題も

あり、それらについて十分に検討しながら進め

ることも重要である。

このような交流及び共同学習を活用した取り

組みは、前籍校にとって児童生徒の実態を把握

したり、校内体制を整備したりするための情報

を得る貴重な機会となる。平成29年3月には

小学校と中学校の学習指導要領が公示され､小・

中学校の通常の学級においても「児童（生徒）

への教育的支援を行うために個別の教育支援計

画」の作成に努めることになった（特別支援学

校や通級による指導では作成活用すること)。

このような取り組みから得られた配慮事項や支

援内容等は、個別の教育支援計画に記載し、病

院にある学校から小・中学校への転学時に引き

継いでいくことが大切となる。

Ⅲ終わりに

今回は小児がんを中心に記述したが、これら

のことは他の病気にも当てはまることが多い。

様々な病気において、児童生徒が居住地で生活

し、小・中学校の通常の学級に在籍するように

なった。病院にある学校は、このような医療や

教育の変化に柔軟に対応し、児童生徒が達成感

を持ちながら学習し、充実した生活が送れるよ

うに支援することが大切となる。

引用文献

1)土屋忠之・川問健之介(2015),病院にあ

る学校における退院後の教育的支援に関する

研究，特殊教育学研究,53(4) ,241-249
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【特集】

当事者から考える合理的配慮について

一自らが経験したことや法人での体験をもとに－

好祐也NPO法人ポケットサポート代表理事 ミ

キーワード：合理的配慮、地元校との連携、退院後の学校生活、伝える努力、合意事項、相談事例

Ⅱ、退院後の学校生活についてはじめに

中学2年生の時に症状が安定し、本格的に継

続して退院できるようになってからは、地元の

学校に通えるようになったものの、治療に伴う

体力の減退が著しく、 さらに疲れやすいという

疾患特有の課題もあったため、学校へ通うこと

や学校で過ごす時間など制限を受けることも多

くあった。

学校では、学校への送迎の許可や、体育の時

間での別室（現在でいう支援学級）での授業を

許可してもらうことができた。体力温存しなが

ら授業へ向かうことができたことに加え、学習

空白を補ってもらうことができた。通院や体調

不良での休みも多く、学校早退もあったため、

毎日宿題や課題などをもらったり、受験時に必

要な成績をつけるためテストのときだけ登校を

許可してもらったりという配盧もあった。

遠足や修学旅行の際には、保護者同伴では

あったが、保護者が子どもの班に同行すること

はなく、同じ学校の子どもたちと一緒に回るこ

とができた。

入院中の時には、その行事の日に向けて治療

のスケジュールを組んでいることを地元の学校

側へ伝えることで、地元の学校に帰ったときに、

教室に席が常に確保されており、その席にある

場所に応じて同行する子ども （友だち）が同じ

班にしてくれていたことも、 とても心強く、今

では嬉しい思い出となっている。

この様な配慮をしてもらっていたが、一方で

体の倦怠感が著しく、何もできないといった場

病気により長期の入院や通院加療が必要な子

どもには、様々な生活制限や気を付けなければ

ならない事がある子どもが多い。そのため退院

後に地元の学校（前籍校）に通う場合には、そ

の子どもに応じた様々な形の合理的配盧の事項

が存在する。

私は5歳から13歳までの問、 '|曼性のネフロー

ゼ症候群のために長期入院や頻回な入退院を繰

り返していた。私が入退院を繰り返していた

1990年代は腎疾患の患児も多く、 また長期入院

患児も多くいた。

その頃には｢合理的配慮」という言葉はなかっ

たが、自分自身の学校生活を振り返って、当時

のやりとりから配慮と考えられる事項について

述べたい。

I・学級と地元校との連携について

私が、小学校2年生の時に大学病院に院内学

級が設置され、そこへ通うこととなった。入院

前に通っていた地元の学校は、病院のある県と

は異なった県にあったため、病院のある学区へ

地元の県から転籍を行っていた。それらの手続

きは、院内学級の担任、保護者、そして地元校

の担任が連携して行ってくれていた。体調が安

定している時や参加できる行事などがある時に

は、地元の学校へ転籍などを行うことで授業を

受けたり、行事へ参加したりしていた。
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合も多くあった。自らの言葉で伝えるよう努力

はしていたものの、前日まで元気に振る舞って

いても、次の日には体調が悪くなり前の日にで

きたことができなくなることで、友だちや先生

らに誤解を生んだこともあった。

る時や、入退院を繰り返す場合にも、担任の先

生やそのときの院内学級の先生が内容を確認し

やすい。さらに、それらの配慮事項は紙面にの

こしておくことで、アップデートも可能になっ

てくる。私の場合は公益財団法人日本学校保健

会が出している「学校生活管理表」を使用して

いた。主治医に書いてもらう項目や、その時々

の配盧の情報を記入したものを地元の学校や院

内学級にその都度提出していた。それは高校受

験の際にも役に立ち、中学校から高校へ進学す

る際にも学校へ提出することで授業などの配慮

を行っていただいた。

Ⅲ当事者は「伝える努力」が必要

当事者だった者として言えることは、 「(調子

が良くできるときには）できることはさせても

らう」という基本姿勢を崩さないこと。そして、

｢できるのに、病気が悪いふりをして嫌なこと

をしないようにする」といったような、ズルを

しないこと。 といったような事への心がけと、

それを周囲にアピールすること （｢伝える努力」

と呼んでいる）で、信頼や信用を重ねていって

こそ良い復学ができたり、自らの訴えからはじ

まる合理的な配盧が生まれたりしていくのだと

思う。それは、子ども本人に関わらず保護者も

そうであると思う。

＜周囲の友だちに対し、心掛けてきたこと＞

①できることはさせてもらうこと

②できるのに、病気を理由にズルをしない

こと

③必要な配盧や心構えを伝える努力をする

こと

V・法人での合理的配慮の相談事例

現在、ポケットサポートという病弱児支援の

NPO法人の運営を行っている中でも合理的配

慮の相談事例がいくらか寄せられてくる。

退院後、車椅子での学校生活を余儀なくされ

た小学生の子がいた。その子は合理的な配盧が

なされなかったことで、学校へ行けなくなって

しまった。その後我々の支援が入ることになっ

たのだが、ヒアリングの際に学校へ行くことが

好きで、友だちと遊んだり算数の勉強をしたり

するのが好きだと語っていた。新しい学年に上

がる際に、例年通りだと教室が3階になるとい

う話を聞いた。車椅子を使用しているので、当

然配慮がなされて、 1階の教室になるだろうと

思っていたが、新学期になり、保護者から届い

た報告では、 「例年通り3階になりました」と

いうものだった。体調の不良も重なって学校へ

行ける日も2時間程度の状態が続いており、保

健室にしか行くことができなくなり、学校へ行

く意欲がなくなってしまったというものだっ

た。

Ⅳ、意思の疎通を行うために必要なこと

1． コーディネーター等の必要性

学校と家庭の双方の言い分だけを聞いている

中では解決しないことも多いため、第3者的な

視点やその事象を整理して伝えられる、コー

ディネーターのような人がいると望ましいと考

える。

2．合意事項を書面で残す

また、口頭で伝えるよりは紙面に残るような

形が望ましい。口頭での打ち合わせだけである

と、伝言ゲームのようになってしまい､｢伝えた」

｢伝えられていなかった」などの誤解が生まれ

ることがある。話し合いの内容を簡単な議事録

のようなものにまとめることで、客観視するこ

とができるといったことと、新たな学年に上が

Ⅵ．おわりに

合理的配慮の事例を多く聞くようになった

が、 まだその解決までに至ることは少ない。そ

の理由として上手くいった事例というのは発表

されることも少なく、当事者としても「これで

良かった」と安堵するため報告されないことが

あるのではと推測する。一方で、報告される事
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例は、問題や課題事例が多く、そういったバイ

アスのようなものも存在するかもしれない。

現在、ポケットサポートの支援活動には小児

期に闘病経験をした人も多く参加している。彼

らからも復学時の配慮事項などをヒアリングし

たり、行ってきたノウハウを活かしたりするこ

とは、病気で悩む子どもたちの今後の合理的配

また、我々のような病弱児支援のNPOが一

つの社会資源として活躍することにより、ノウ

ハウが蓄積されたり、学校や家庭との関係性を

つなぐ役目も果たせたりできるようになってい

きたいと考える。そして、先に書いたような第

3者的な立場から（子ども寄りではあるが）子

どもが安心して学校生活を送れるようコーディ

ネートできるような支援を目指していきたい。盧を考える上でヒントとなり得るだろう。
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合理的配慮データベースの現状と事例から

新平鎮

深草珠

士屋忠

森山貴

博
世
之
史

国立特別支援教育総合研究所

国立特別支援教育総合研究所

国立特別支援教育総合研究所

前国立特別支援教育総合研究所（現青森県立八戸養護学校）

キーワード：合理的配慮、基礎的環境整備、データベース、インクルDB、最適な教育環境

はじめに している時点（平成30年3月30日現在）で、

362件の事例が掲載されている。

当初は、全ての合理的配盧、基礎的環境整備

が揃っている事例が中心であったが、より多く

の事例を掲載できるように、一部の項目で対応

していない（あるいは不要である）事例も掲載

することとした。当然、全て内容を網羅するこ

とはできないが、具体的な事例を通して、各教

育現場での合理的配盧の参考となりうる、国立

機関が提供する唯一のデータベースである。

インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベース（インクルDBと略している）は、研究

所のホームページから、あるいは、 「インクル

DB」と入力して検索することができる（図1)。

ホームページの最初の説明にあるように、本

サイトには、大きく3つのコンテンツがある。

『｢合理的配慮」実践事例データベース』は、

文部科学省の「インクルーシブ教育システム構

築モデル事業」において取り組まれた実践事

例について検索するシステム、 『相談コーナー」

では、都道府県・市区町村・学校からのインク

ルーシブ教育システム構築の相談、 『関連情報』

では、インクルーシブ教育システム構築に関連

する様々な情報を掲載している。

まず、関連情報について補足すると、法令・

通知・用語等（法令・施策や関連用語の解説な

ど） とインクルーシブ教育システム構築に関す

る保護者向けのQ&A、研究報告・リンク （就

平成26年1月、国連の障害者の権利に関す

る条約を我が国でも批准したが、それまでに、

障害者差別解消法等、様々な国内法の整備等が

なされた。

教育の世界では、中教審初中分科会報告「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進」 （平成

24年7月）により、文部科学省を中心に様々な

制度改正がなされた。詳細は触れないが、ここ

で、新しい概念でもある「合理的配盧」につい

て述べられ、基礎的環境整備との対比により示

されたところである。

その後、具体的な推進を目的に、文部科学省

では「インクルーシブ教育システム構築モデル

事業」(平成25年度～平成27年度）を実施した。

この成果報告を中心に、国立特別支援教育総合

研究所（以下、本稿においては、研究所と略す）

では、報告きれた実践事例を基に、教育現場に

おける合理的配盧等に関するデータベースを構

築した。

上記事業で報告された事例の中から、研究所

で内容を精査し、合理的配慮等の事例としてふ

さわしいものを、個人が特定できない配盧、記

述や表現の修正を行い、必要な場合は、当該の

教育委員会等と意見交換をしながら、事例集に

よるデータベースの構築を行った。本稿を作成
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